
 
 

平成１８年度 
指定管理者評価シート 

１ 管理運営の状況等 

施設名 稲毛海浜公園野球場他 15 施設 

施設設置根拠(法令・条例) 千葉市都市公園条例および条例施行規則 

指定管理者名 （財）千葉市スポーツ振興財団 

指定期間 平成１８年４月１日～平成２３年３月３１日 

施設利用状況 
 

＜利用(者)数＞(前年度)   555,421 人 
(当該年度)  535,551 人 

事業の内容 ＜受託事業＞ 

事業名 実施時期 １８年度新規事業 
球技場維持管理業務 通年(年末年始を除く)  

野球場維持管理業務 通年(年末年始を除く)  

庭球場維持管理業務 通年(年末年始を除く)  

体育館維持管理業務 通年(年末年始を除く)   
屋内運動場維持管理

業務 

通年(年末年始を除く)   

プール維持管理業務 通年(年末年始を除く)  
トレーニング室維持

管理業務（花島のみ） 

通年(年末年始を除く)  

弓道道維持管理業務 通年(年末年始を除く)  
付帯設備維持管理業

務 

通年(年末年始を除く)  

 
＜自主事業＞ 

事業名 実施時期 １８年度新規事業 
教室・イベントの開催 通年(年末年始を除く)  

自動販売機の設置 通年  
スポーツ用品貸出サ

ービス 

通年(年末年始を除く) 
○ 

コピー・ＦＡＸ送受信

サービス 

通年(年末年始を除く) 
○ 

 



 
 

収支状況 ＜指定管理事業としての収入・支出(決算)＞ 

収入総額  417,741 支出総額  320,015 

(内訳)  (内訳)  

 指定管理委託料  373,343  人件費 212,487 

 利用料金収入 44,398 維持管理費 107,528 

    

＜自主事業としての収入･支出(決算)＞ 

収入総額 3,886 支出総額 2,017 

(内訳)  (内訳)  

 自主事業 3,886 自主事業 2,017 

    

    

   利用料金  

＜指定管理事業＋自主事業での収入・支出(決算)＞ 

収入総額 421,627 支出総額 322,032 

(内訳)  (内訳)  

 指定管理委託料 373,343  人件費 212,487 

 利用料金収入  44,398 維持管理費 107,528 

 自主事業   3,886 自主事業   2,017  

指定管理者が行った処分件数 ＜処分の状況＞ 

処分の種別 処分根拠 件数 

施設使用許可 千葉市都市公園条例 
第 10 条 

5,072 

施設使用不許可      0 

使用の制限      0 

   

 市への不服審査請求･････ 有 ・ 無  



 
 

 

情報公開の状況 
(千葉市指定管理者情報公開規程に基づく） 

 

＜情報提供施策の施行状況＞ 

公開方法(場所) 
文書名 

当該施設 市政情報室 左記以外の方法 

協定書(通年) ○ ○  

事業計画書 ○ ○  

事業報告書 ○ ○  

その他市への報告書 ○ ○  

定款、寄附行為、規約その他これらに類するもの ○ ○  

＜情報公開請求件数＞情報公開規程 

 開示決定件数 不開示決定件数 合計 

指定管理者に直接請求されたもの     0      0     0 

市政情報室経由で行われたもの     0      0     0 

  

 
 

２提案内容の達成状況 

指定管理者による自己評価 
（又は利用者評価） 

＜提案（計画）内容の達成状況等＞ 
（１）管理施設の維持管理の実施内容が管理運営の基準等

に適合しているかどうか。 
適合の可否：適合、評価：Ａ 

（２）管理施設の維持管理の実施内容が事業計画書の管理
施設の維持管理に関する計画の内容に適合している

かどうか。 

   適合の可否：適合、評価：Ａ 
（３）前各号に掲げる事項のほか、管理業務の実施状況が

管理運営の基準等及び基本協定書に定める基準に適
合しているかどうか。 

   適合の可否：適合、評価：Ａ 
 ※ 評価Ａ：きわめて良好 

   評価Ｂ：良好 
評価Ｃ：管理運営の基準及び事業計画書のとお 

    り 

   評価Ｄ：一部が管理運営の基準及び事業計画書に満
たない 

   評価Ｅ：多くが管理運営の基準及び事業計画書に満
たない、又は一部が著しく管理運営の基準

及び事業計画書に満たない 

市による評価 ＜提案（計画）内容の達成状況等＞ 
制度導入による期待通りの効果を挙げている。 

（１）～（３）適合の可否：適合、評価：Ｃ 
＜上記のように評価した理由＞ 

 概ね管理運営の基準等のとおり、管理運営を行ったた

め。 

 
 


